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く
ら
し
の
情
報

保
険
・
年
金

国
民
健
康
保
険
加
入
者
の

人
間
ド
ッ
ク
受
診
費
用
を
助
成

対
象
　
次
の
要
件
を
す
べ
て
満
た
す
方

・
受
診
日
が
、
国
民
健
康
保
険
の
給
付
開

始
日
か
ら
1
年
以
上
継
続
し
て
加
入
し

て
い
る

・
受
診
日
に
お
い
て
、
30
歳
以
上
75
歳
未

満
・
保
険
料
を
滞
納
し
て
い
な
い

・
助
成
を
受
け
る
年
度
に
お
い
て
、
特
定

健
診
を
受
け
て
い
な
い

助
成
額
　
受
診
費
用
か
ら
消
費
税
を
除
い

た
額
の
半
額（
上
限
2
万
5
0
0
0
円
）

※
各
種
ポ
イ
ン
ト
の
利
用
や
医
療
機
関
に

よ
る
値
引
き
な
ど
が
あ
る
場
合
、
そ
れ

ら
の
計
算
後
の
金
額
を「
受
診
費
用
」と

し
ま
す
。

検
査
項
目
　（
公
社
）日
本
人
間
ド
ッ
ク
学

会
が
掲
げ
る
当
該
年
度
の
一
日
人
間
ド

ッ
ク
基
本
検
査
項
目
に
準
じ
ま
す
。

※
単
独
の
オ
プ
シ
ョ
ン
検
査
や
脳
ド
ッ
ク
、

P
E
T
検
査
な
ど
専
門
的
な
検
査
の
み

の
受
診
は
、
助
成
の
対
象
に
な
り
ま
せ

ん
。

申
請
に
必
要
な
も
の
　
人
間
ド
ッ
ク
を
受

診
し
た
方
の
国
民
健
康
保
険
被
保
険
者

証
、
領
収
書（
受
診
者
氏
名
の
分
か
る

も
の
）、
受
診
結
果
表（
写
し
可
）、
世

帯
主
名
義
の
通
帳（
ゆ
う
ち
ょ
銀
行
も

可
）

注
意
点

・
助
成
は
、
当
該
年
度（
4
月
1
日
か
ら

翌
年
3
月
31
日
）内
で
1
回
限
り
で
す
。

・
申
請
は
、
受
診
後
2
年
以
内
に
し
て
く

だ
さ
い
。

・
医
療
機
関
に
指
定
は
あ
り
ま
せ
ん
。
医

療
機
関
の
窓
口
で
、
費
用
の
全
額
を
お

支
払
い
く
だ
さ
い
。

・
助
成
を
受
け
た
場
合
は
、
特
定
健
診
を

受
診
で
き
ま
せ
ん
。
申
請
時
に
受
診
結

果
表
の
写
し
を
い
た
だ
き
、
特
定
健
診

の
結
果
と
し
て
反
映
し
ま
す
。

・
助
成
を
受
け
た
あ
と
、
同
じ
年
度
内
に

特
定
健
診
を
受
診
し
て
い
た
こ
と
が
分

か
っ
た
場
合
、
助
成
金
を
返
金
し
て
い

た
だ
く
場
合
が
あ
り
ま
す
。

問
合
先
　
保
険
年
金
課
国
民
健
康
保
険
担

当（
1
階
②
番
窓
口
） 

　
☎
9
3
9
・
1
1
7
7

令
和
5
年
度
の
国
民
健
康
保
険
料

軽
減
判
定
所
得
基
準
の
見
直
し

世
帯
の
前
年
中
の
所
得
が
、
決
め
ら
れ

た
所
得
基
準
を
下
回
っ
て
い
る
場
合
は
、

保
険
料
の
均
等
割
額
と
平
等
割
額
が
所
得

に
応
じ
て
7
割
・
5
割
・
2
割
軽
減
さ
れ

ま
す
。

こ
の
う
ち
、
5
割
・
2
割
軽
減
の
基
準

額
が
変
更
さ
れ
ま
す
。

令
和
5
年
度
の
国
民
健
康
保
険
料
は
6

月
に
決
定
し
、
納
付
通
知
書
は
6
月
中
旬

に
世
帯
主
宛
て
に
郵
送
し
ま
す
。

※
令
和
5
年
3
月
16
日
以
降
に
所
得
の
申

告
を
さ
れ
た
方
の
情
報
は
、
納
付
通
知

書
に
反
映
さ
れ
な
い
場
合
が
あ
り
ま

す
。
そ
の
場
合
は
、
7
月
以
降
に
保
険

料
を
更
正
し
ま
す
。

問
合
先　
保
険
年
金
課
国
民
健
康
保
険
担

当（
1
階
②
番
窓
口
）　

　
☎
9
3
9
・
1
1
7
7

5割軽減基準額
　　（改正前）43万円+28万5000円×被保険者数+
　　　　　　（給与・年金所得者数-1）×10万円
　　（改正後）43万円+29万円×被保険者数+
　　　　　　（給与・年金所得者数-1）×10万円
2割軽減基準額

　　（改正前）43万円+52万円×被保険者数+
　　　　　　（給与・年金所得者数-1）×10万円
　　（改正後）43万円+53万5000円×被保険者数+
　　　　　　（給与・年金所得者数-1）×10万円

納
付
忘
れ
は
あ
り
ま
せ
ん
か

国
民
健
康
保
険
料
、
後
期
高
齢
者
医
療

保
険
料
を
、
期
限
内
に
納
付
し
て
い
な
い

方
は
、
至
急
納
付
し
て
く
だ
さ
い
。
納
付

で
き
な
い
事
情
が
あ
る
方
は
ご
相
談
く
だ

さ
い
。

問
合
先
　
保
険
年
金
課
収
納
担
当（
1
階

②
番
窓
口
）　
☎
9
3
9
･
1
1
8
3

国
民
年
金
に
関
す
る
届
け
出
や
相

談
に
必
要
な
も
の

国
民
年
金
に
関
す
る
届
け
出
や
相
談
に

来
ら
れ
る
際
は
次
の
物
を
お
持
ち
く
だ
さ

い
。

①
基
礎
年
金
番
号
が
確
認
で
き
る
も
の

（
基
礎
年
金
番
号
通
知
書
や
年
金
手
帳
、

年
金
証
書
な
ど
）又
は
マ
イ
ナ
ン
バ
ー

が
確
認
で
き
る
も
の（
通
知
カ
ー
ド
や

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
な
ど
）

②
本
人
確
認
が
で
き
る
も
の（
マ
イ
ナ
ン
バ

ー
カ
ー
ド
、
運
転
免
許
証
、
パ
ス
ポ
ー

ト
な
ど
）

手
続
き
の
内
容
に
よ
っ
て
は
、
こ
の
他

に
必
要
な
も
の
も
あ
り
ま
す
の
で
、
詳
し

く
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問
合
先
　
保
険
年
金
課
国
民
年
金
担
当

（
1
階
②
番
窓
口
）　

☎
9
3
9
･
1
1
8
1
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産
前
産
後
期
間
の
国
民
年
金
保
険

料
免
除
制
度

対
象
　「
国
民
年
金
第
1
号
被
保
険
者
」

で
、
出
産
日
が
平
成
31
年
2
月
1
日
以

降
の
方

免
除
の
期
間
　
出
産
予
定
日
又
は
出
産
日

の
属
す
る
月
の
前
月
か
ら
4
か
月
間

※
多
胎
妊
娠
の
場
合
は
、
出
産
予
定
日
又

は
出
産
日
の
属
す
る
月
の
3
か
月
前
か

ら
6
か
月
間

※「
出
産
」と
は
、
妊
娠
85
日（
4
か
月
）以

上
の
分
娩（
死
産
、
流
産
、
早
産
、
人

工
妊
娠
中
絶
を
含
む
）を
い
い
ま
す
。

　
産
前
産
後
の
免
除
期
間
は
、
保
険
料
を

納
付
し
た
も
の
と
し
て
老
齢
基
礎
年
金

の
受
給
額
に
反
映
さ
れ
ま
す
。
出
産
予

定
日
の
6
か
月
前
か
ら
届
出
可
能
で
す

の
で
、お
早
め
に
手
続
き
し
て
く
だ
さ
い
。

手
続
き
に
必
要
な
も
の
　
基
礎
年
金
番
号

が
確
認
で
き
る
も
の
又
は
マ
イ
ナ
ン
バ

ー
が
確
認
で
き
る
も
の
、
本
人
確
認
が

で
き
る
も
の
、
母
子
健
康
手
帳
な
ど

問
合
先
　
保
険
年
金
課
国
民
年
金
担
当

（
1
階
②
番
窓
口
）　

　
☎
9
3
9
･
1
1
8
1

高
齢
介
護

介
護
保
険
料
の
減
額
制
度

65
歳
以
上
で
、
経
済
的
理
由
に
よ
り
介

護
保
険
料
の
納
付
が
困
難
な
方
で
、
次
の

基
準
①
～
③
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場

合
は
、
申
請
に
よ
り
保
険
料
額
を
所
得
段

階
の
第
1
段
階
の
金
額
に
引
き
下
げ
ま
す
。

基
準
①
　
本
人
及
び
世
帯
全
員
が
市
民
税

非
課
税
で
、
前
年
の
合
計
所
得
金
額
と

課
税
年
金
収
入
額
の
合
計
が
80
万
円
を

超
え
る
方（
介
護
保
険
料
の
所
得
段
階

が
第
2
段
階
と
第
3
段
階
の
方
）で
、
次

の
⑴
～
⑶
を
す
べ
て
満
た
し
て
い
る
方

⑴
世
帯
全
員
の
前
年
の
収
入
金
額
が
、
1

人
世
帯
1
4
4
万
円
、
2
人
世
帯

1
9
8
万
円（
以
降
世
帯
員
が
1
人
増
え

る
ご
と
に
54
万
円
を
加
算
）に
満
た
な
い

⑵
市
町
村
民
税
課
税
者
に
扶
養
さ
れ
て
お

ら
ず
、
か
つ
医
療
保
険
の
被
扶
養
者
と

な
っ
て
い
な
い

⑶
世
帯
全
員
が
、
居
住
用
以
外
に
処
分
可

能
な
土
地
又
は
家
屋
を
所
有
し
て
お
ら

ず
、
か
つ
預
貯
金
の
総
額
が
3
5
0
万

円
を
超
え
な
い

基
準
②
　
基
準
①
の
要
件
を
満
た
し
て
い

な
い
が
、
生
活
保
護
法
に
規
定
す
る
要

保
護
者（
保
護
を
必
要
と
す
る
状
態
に

あ
る
者
）で
保
護
申
請
を
し
な
い
方

基
準
③
　
現
金
、
預
貯
金
、
有
価
証
券
、

生
命
保
険
及
び
損
害
保
険
が
あ
る
た
め

に
要
保
護
者
と
な
ら
な
い
方
。た
だ
し
、

こ
れ
ら
を
現
金
化
し
た
場
合
の
合
計
額

が
、（
50
万
円
＋
世
帯
人
数
×
50
万
円
）

以
下
で
あ
る

※
前
年
度
に
保
険
料
の
減
額
を
受
け
ら
れ

た
方
に
つ
い
て
も
、
今
年
度
の
保
険
料

の
減
額
を
希
望
さ
れ
る
場
合
は
申
請
が

必
要
で
す（
自
動
更
新
で
は
あ
り
ま
せ

ん
）。

申
請
・
問
合
先  

高
齢
介
護
課
サ
ー
ビ
ス

担
当（
1
階
③
番
窓
口
）

　
☎
9
3
9
・
1
1
6
4

税

地
方
税
統
一
Q
R
コ
ー
ド
を
利
用
し

て
市
税
が
納
付
で
き
ま
す

個
人
市
・
府
民
税（
普
通
徴
収
）、
固
定

資
産
税
・
都
市
計
画
税
及
び
軽
自
動
車
税

（
種
別
割
）の
納
付
書
に
地
方
税
統
一
Q
R

コ
ー
ド
が
掲
載
さ
れ
以
下
の
方
法
で
納
付

で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

①
取
扱
金
融
機
関
だ
け
で
な
く
、
全
国
の

金
融
機
関（
一
部
除
く
）窓
口
で
。

②
地
方
税
お
支
払
い
サ
イ
ト
に
ア
ク
セ
ス

し
、
Q
R
コ
ー
ド
を
読
み
取
る
と
、
ク

レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド（
別
途
手
数
料
必
要
）、

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
バ
ン
キ
ン
グ
、
ダ
イ

レ
ク
ト
方
式（
口
座
振
替
）、
ペ
イ
ジ
ー

番
号
発
行（
A
T
M
な
ど
で
納
付
）で
。

※
ダ
イ
レ
ク
ト
方
式
で
の
納
付
に
は
事
前

手
続
き
が
必
要
で
す
。

③
ア
プ
リ
を
起
動
し
、
Q
R
コ
ー
ド
を
読

み
取
り
、
ペ
イ
ア
プ
リ
な
ど
の
ス
マ
ー

ト
フ
ォ
ン
で
。

詳
し
く
は
特
設
サ
イ
ト

を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。
　

問
合
先
　
税
務
課
納
税
担

当（
2
階
�
番
窓
口
）

　
☎
9
3
9
・
1
0
6
6

軽
自
動
車
税（
種
別
割
）・固
定
資
産

税
・
都
市
計
画
税

第
1
期
納
期
限
　
5
月
31
日（
水
）

お
近
く
の
金
融
機
関
、
郵
便
局
、
コ
ン

ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
、
市
役
所
、
支
所
で

納
期
限
ま
で
に
お
納
め
く
だ
さ
い
。
口
座

振
替
を
ご
利
用
の
方
は
預

貯
金
残
高
を
確
認
し
て
く

だ
さ
い
。

※
キ
ャッ
シ
ュ
レ
ス
決
済
で

も
納
付
で
き
ま
す
。

問
合
先
　
税
務
課
納
税
担
当（
2
階
�
番

窓
口
）　
☎
9
3
9
・
1
0
6
6
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5
・
6
月
は
赤
十
字
運
動
強
化
月
間

日
本
赤
十
字
の
活
動
資
金
に
ご
協

力
を活

動
資
金
は
、
災
害
救
護
活
動
な
ど
、

日
本
赤
十
字
社
の
人
道
的
活
動
を
通
じ
て

国
内
外
で
苦
し
ん
で
い
る
方
々
に
役
立
て

ら
れ
ま
す
。

問
合
先
　
日
本
赤
十
字
社
大
阪
府
支
部
藤

井
寺
市
地
区（
社
会
福

祉
協
議
会
内
）

　
☎
9
3
8
・
8
2
2
0

環
境
・
安
全

令
和
4
年
度
ダ
イ
オ
キ
シ
ン
類
濃
度

の
測
定
結
果

柏
羽
藤
環
境
事
業
組
合
の
ご
み
焼
却
工

場（
柏
羽
藤
ク
リ
ー
ン
セ
ン
タ
ー
）な
ど
か

ら
排
出
さ
れ
る
ダ
イ
オ
キ
シ
ン
類
濃
度（
排

ガ
ス
・
ば
い
じ
ん
・
排
水
）の
令
和
４
年
度

測
定
結
果
を
柏
羽
藤
環
境
事
業
組
合
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
で
公
表
し
て
い
ま
す
。

問
合
先
　
柏
羽
藤
環
境
事
業
組
合
　

　
☎
9
7
6
・
3
3
3
3

夏
の
エ
コ
ス
タ
イ
ル
実
施
中

温
室
効
果
ガ
ス
排
出
抑
制
の
た
め
、
5

月
1
日（
月
）か
ら
10
月
31
日（
火
）ま
で
、

市
庁
舎
や
市
内
の
各
公
共
施
設
の
室
温
を

28
℃
に
設
定
し
、
職
員
は
ノ
ー
ネ
ク
タ
イ

な
ど
の
軽
装
で
勤
務
し
ま
す
。
ご
理
解
を

お
願
い
し
ま
す
。

問
合
先
　
環
境
衛
生
課
環
境
・
公
害
・
飼

犬
登
録
担
当（
6
階
�
番
窓
口
）

　
☎
9
3
9
・
1
0
7
4

大
阪
府
光
化
学
ス
モ
ッ
グ
発
令
情
報

メ
ー
ル
を
ご
利
用
く
だ
さ
い

被
害
を
避
け
る
た
め
光
化
学
ス
モ
ッ
グ

（
※
）予
報
・
注
意
報
の
発
令
情
報
の
お
知

ら
せ
を
受
け
取
り
ま
し
ょ
う
。

光
化
学
ス
モ
ッ
グ
発
令

情
報
の
メ
ー
ル
配
信
サ
ー

ビ
ス
の
登
録
な
ど
詳
し
く

は
お
お
さ
か
防
災
ネ
ッ
ト

を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

（
※
）自
動
車
や
工
場
か
ら
排
出
さ
れ
る
ガ

ス
に
含
ま
れ
る
大
気
汚
染
物
質
が
太
陽

の
紫
外
線
に
よって
反
応
し
、
大
気
中
で

白
く
モ
ヤ
が
か
か
っ
た
状
態
に
な
る
こ
と

問
合
先
　
環
境
衛
生
課
環
境
・
公
害・飼

犬
登
録
担
当（
6
階
�
番
窓
口
）

　
☎
9
3
9
・
1
0
7
4

「
土
の
う
」を
配
付
し
ま
す

対
象
　
道
路
や
水
路
か
ら
の
浸
水
防
止
用

と
し
て「
土
の
う
」を
必
要
と
す
る
方

配
付
個
数
　
1
軒
あ
た
り
20
個
程
度

申
込
方
法
　
5
月
8
日（
月
）か
ら
19
日

（
金
）ま
で
に
電
話
又
は
窓
口
で

問
合
先
　
危
機
管
理
室
災
害
対
策
担
当

（
4
階
�
番
窓
口
）　

　
☎
9
3
9
・
1
1
9
0

福
祉

軽
自
動
車
税（
種
別
割
）の
減
免
申

請
受
付

身
体
障
害
者
な
ど
で
、
一
定
の
要
件
に

該
当
す
る
場
合
、
申
請
に
よ
り
軽
自
動
車

税（
種
別
割
）の
減
免
を
受
け
る
こ
と
が
で

き
ま
す（
1
人
に
つ
き
1
台
）。
普
通
自
動

車
な
ど
の
自
動
車
税（
種
別
割
）で
減
免
を

受
け
て
い
る
場
合
は
対
象
外
で
す
。

前
年
度
か
ら
減
免
を
受
け
て
い
る
車
両

も
、
別
途
送
付
の
減
免
申
請
書（
継
続
用
）

を
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

※
申
請
書
を
提
出
す
る
際
、
①
マ
イ
ナ
ン

バ
ー
が
確
認
で
き
る
書
類
、
②
運
転
免

許
証
な
ど
本
人
確
認
書
類
の
両
方
が
必

自
動
車
税（
種
別
割
）

納
期
限
　
5
月
31
日（
水
）

府
の
指
定
金
融
機
関
、
指
定
代
理
金
融

機
関
若
し
く
は
収
納
代
理
金
融
機
関
、
大

阪
府
内
の
郵
便
局
、
府
税
事
務
所
、
コ
ン

ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
で
納
付
で
き
ま
す
。

納
付
書
の
表
面
に
印
字
さ
れ
て
い
る

「
地
方
税
統
一
Q
R
コ
ー
ド
」に
対
応
し
た

金
融
機
関
、ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
決
済
ア
プ
リ
、

「
地
方
税
お
支
払
サ
イ
ト
」を
利
用
し
た
ク

レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
納
付
、
ペ
イ
ジ
ー
納
付

等
も
可
能
で
す
。
詳
し
く
は
、
大
阪
府
ホ

ー
ム
ペ
ー
ジ
を
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

問
合
先
　
大
阪
府
自
動
車
税
コ
ー
ル
セ
ン

タ
ー
　
☎
0
5
7
0
・
0
2
0
1
5
6

要
で
す
。

※
代
理
人
が
申
請
す
る
際
は
、
代
理
人
の

本
人
確
認
書
類
、委
任
状
が
必
要
で
す
。

申
請
期
限
　
5
月
31
日（
水
）

問
合
先
　
税
務
課
税
制
担
当（
2
階
�
番

窓
口
）　
☎
9
3
9
・
1
0
6
8

ご
存
じ
で
す
か
？

「
民
生
委
員
・
児
童
委
員
」

5
月
12
日
は
民
生
委
員
児
童
委
員
の
日

民
生
委
員
・
児
童
委
員
は
、
地
域
住
民

の「
身
近
な
相
談
相
手
」で
あ
る
と
と
も
に
、

「
支
援
へ
の
つ
な
ぎ
役
」で
す
。
ひ
と
り
で

悩
ま
ず
ご
相
談
し
て
く
だ
さ
い
。

問
合
先
　
藤
井
寺
市
社
会
福
祉
協
議
会
　

☎
9
3
8
・
8
2
2
0
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市
の
耐
震
診
断
補
助
制
度
を
ご
活

用
く
だ
さ
い

対
象
建
物
　
昭
和
56
年
5
月
31
日 

以
前

に
建
築
さ
れ
た
も
の
で
現
に
使
用
さ
れ

て
い
る
も
の

対
象
者
　
対
象
建
物
を
所
有
す
る
個
人
又

は
法
人

補
助
金
額
　（
木
造
住
宅
の
場
合
）耐
震
診

断
費
用
は
1
㎡
あ
た
り
1
1
0
0
円
以

内（
上
限
5
万
円
）

※
そ
の
他
要
件
に
よ
り
対
象
と
な
ら
な
い

場
合
も
あ
り
ま
す
の
で
、
事
前
に
必
ず

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問
合
先
　
都
市
計
画
課
開
発
指
導
・
空
家

対
策
担
当（
4
階
�
番
窓
口
）

☎
9
3
9
・
1
2
0
7

新
し
い
区
長
を
紹
介

・
藤
井
寺
地
区 

藤
野
　
治
久

・
小
山
藤
の
里
町
地
区 

越
山
　
　
晶

・
丹
北
小
山
地
区 

西
野
　
博
司

・
津
堂
地
区 

藤
井
　
　
勲

・
川
北
地
区 

尾
濵
　
一
信

（
順
不
同
、
敬
称
略
）

問
合
先
　
協
働
人
権
課
広
聴
・
協
働
担
当

（
１
階
④
番
窓
口
）　

　
☎
9
3
9
・
1
3
3
1

エ
ン
デ
ィ
ン
グ
ノ
ー
ト（
2
0
2
3

年
度
版
）の
配
布

エ
ン
デ
ィ
ン
グ
ノ
ー
ト
は
、
自
分
に
も

し
も
の
こ
と
が
あ
っ
た
と
き
、
残
さ
れ
た

家
族
が
困
ら
な
い
よ
う
に
伝
え
て
お
き
た

い
こ
と
や
、
最
後
ま
で
自
分
ら
し
く
歩
む

た
め
に
必
要
な
こ
と
に
つ
い
て
考
え
を
ま

と
め
て
お
く
た
め
の
ノ
ー
ト
で
す
。

配
付
場
所
　
協
働
人
権
課
、
市
役
所
1
階

情
報
交
流
ひ
ろ
ば「
ふ
ら
っ
と
」、
支
所
、

図
書
館
、
ア
イ
セ
ル 

シ
ュ
ラ 

ホ
ー
ル
、

ふ
れ
あ
い
セ
ン
タ
ー

※
無
く
な
り
次
第
終
了

問
合
先
　
協
働
人
権
課
広
聴
・
協
働
担
当

（
1
階
④
番
窓
口
）

　
☎
9
3
9
・
1
3
3
1

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
交
付
臨
時
窓
口

日
時
　

・【
土
日
】5
月
14
日（
日
）・
27
日（
土
）

　
9
時
～
12
時

・【
平
日
夜
間
】5
月
31
日（
水
）　

　
17
時
30
分
～
19
時

場
所
　
市
役
所
1
階
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
総
合

窓
口

交
付
に
必
要
な
も
の
　
交
付
通
知
書（
ハ

ガ
キ
）、
通
知
カ
ー
ド（
紛
失
し
た
方
は

交
付
時
に
お
申
し
出
く
だ
さ
い
）、
住

民
基
本
台
帳
カ
ー
ド（
お
持
ち
の
方
の

み
。
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
と
交
換
）、

本
人
確
認
書
類

※
原
則
、
交
付
申
請
者
ご
本
人
が
来
庁
し

て
く
だ
さ
い
。

◆
予
約
い
た
だ
く
と
ス
ム
ー
ズ
に
ご
案
内

で
き
ま
す
。
市
公
式
Ｌ

Ｉ
Ｎ
Ｅ
公
式
ア
カ
ウ
ン

ト
か
ら
も
予
約
で
き
ま

す
の
で
、
是
非
ご
利
用

く
だ
さ
い
。

問
合
先
　
市
民
課
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
担
当

（
1
階
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
総
合
窓
口
）

　
☎
9
3
9・1
1
1
1（
内
線
1
2
2
0
）

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
用
電
子
証
明

書
の
発
行
業
務
の
停
止
に
つ
い
て

公
的
個
人
認
証
シ
ス
テ
ム
の
更
改
作
業

実
施
に
伴
い
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
用

電
子
証
明
書
（
署
名
用
電
子
証
明
書
及
び

利
用
者
用
電
子
証
明
書
）の
発
行
、
失
効
、

更
新
等
の
す
べ
て
の
業
務
を
停
止
し
ま

す
。
ご
不
便
を
お
か
け
し
ま
す
が
、
ご

理
解
を
お
願
い
し
ま
す
。

停
止
期
間
　

5
月
1
日（
月
）・2
日（
火
）

終
日
　

※
コ
ン
ビ
ニ
で
の
各
種
証
明
書
の
交
付
は
、

通
常
ど
お
り
利
用
可
能
で
す
。

問
合
先
　
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
総
合
フ

リ
ー
ダ
イ
ヤ
ル

　
☎
0
1
2
0
・
9
5
・
0
1
7
8

各
種
情
報

ご存じですか？
耐震診断は概ね5,000円（※）の負担で受け
られます。
※自己負担の目安は、建売住宅などの標準的

な木造住宅で診断費用が55,000円（消費
税込）の場合。

まずは耐震診断を受けてみませんか？
リフォームと一緒に耐震改修を行えば、
費用面などの負担軽減が期待できます。
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